
 

 

緊急事態宣言発出による新型コロナウイルス感染拡大防止街頭啓発の実施 

 
１ 趣 旨 

 

  兵庫県に8月20日(金)から9月12日(日)までの間 緊急事態宣言が発出された

ため、兵庫県及び姫路市が合同で街頭啓発を実施し、県民に新型コロナウイルス

の感染拡大防止を訴える。 

 

２ 実施機関 

 

  中播磨県民センター 

姫路市 

 

３ 啓発実施時間 

 

  ８月２０日（金）１６：３０～１７：３０ 

 

４ 実施場所 

 

  姫路駅北にぎわい交流広場西側及び御幸通り前 

 

５ 実施内容 

 

  職員による「外出の自粛」、「感染対策の徹底」、「飲食店でのマスク着用」の

呼びかけ 等 
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